
面 的 集 積 事 例 調 書

三 重 県

１ 地区名：多気郡多気町四疋田地区（農事組合法人 四疋田営農組合）
たき し ひき だ

（事例の概要）

平成６年度から県営ほ場整備事業（担い手型）により耕地の整備が始まり、

平成１１年度事業完了した。整備面積は、田３９ｈａ、畑７ａ、樹園地１ｈａで、

農用地の利用集積面積は、２２．１ｈａ（Ｈ１９．４．１農業委員会調べ）で

ある。

営農組合は、平成６年に任意組合として出発。平成１７年８月に特定農業法

人となった。本組合の営農では、水稲、小麦、小麦後に大豆と白菜を作付し、

農作業受託としては、水稲の各作業、土壌改良材散布、病害虫防除剤散布を実

施している。構成員５８戸は、集落全員が参画し、出資金２,０９０千円（所有

地割４１８口）。会計年度は、２月１日～１月３１日で、組合長１名の他、役員

は理事３名、監事２名で構成されている。

なお、特産の伊勢いもの栽培については、連作が困難なため、集団転作小麦

後の水田に作付ける土地利用調整機能が生かされており、そこで個別農家が栽

培する形態をとっている。

２ 地区の農業概要

① 農家戸数 ５８戸 （専業 ３戸、Ⅰ種兼業 ８戸、Ⅱ種兼業 ４７戸）

② 耕地面積 ５５ ha（ 田 ４６ ha、畑 ６ ha、樹園地 ３ ha ）

③ 主要作目 水稲６ ha、小麦 １１ ha、大豆 １１ ha 等

④ 担い手農家数 １法人（うち認定農業者 １法人）

地区内 ４個人（うち認定農業者 ４個人）が存在するが、法人の基幹ＯＰでもあり、

再認定はなされない。

⑤ 集積面積 ２９ ha （所有権 ０ ha、利用権 ２２ ha、作業受託 ７ ha）
うち面的集積面積 ２０ ha （所有権 ０ ha、利用権 ２０ ha、作業受託 － ha）
－別記－

作業受託： 水稲（部分３作業平均）７ ha（荒起し～代掻き 1.5ha、田植 2ha、刈取 18ha）

３ 取組の特徴

① 経 緯

平成６年度 県営ほ場整備事業（担い手型）により耕地整備が開始（ほ場の区画整備）。

平成６年１０月 四疋田営農組合設立

平成６年１１月 四疋田土地改良区設立

ブロックローテーションにより小麦の集団転作、小麦後に大豆と白菜を栽培。

伊勢いもは、ブロックローテーションにより栽培ほ場を決め個人管理で栽培。



平成１１年度 ほ場整備事業が完了（整備面積：田３９ｈａ、畑７ａ、樹園地１ｈａ）。

平成１４年１２月 多気町役場、ＪＡ多気郡、普及センターと法人化打合せ開始、

平成１５年１１月 農業会議を含めた法人化への打合せを経て

平成１６年 １月 法人化についての農家勉強会

平成１６年１０月 農事組合法人設立総会

平成１７年 １月 法務局登記完了（法人事業スタート）

平成１７年 ８月 特定農業法人認定（特定農用地利用規程認定）

平成１７年 ８月 農業経営改善計画認定

② 成 果

ほ場整備事業面では、四疋田地区での整備において、伊勢いも栽培を継続的かつ安

定生産を行いつつ、区画整理事業を実施可能であることがわかった。このことが契機

となり、町内の他地域への事業展開を可能にした。任意組合として水稲と小麦の共同

作付けから出発し、以降組合としての農業機械の整備・更新を営農組合として行なっ

てきた。

また、一早く法人化と特定農業法人の認定をうけ、地域の農地の受け皿組織として

の事業が展開されている。集落営農組織としての営農展開は、集落営農推進において

他地域のモデルとなり、特に品目横断的経営安定対策によりその取り組み方向がより

一層その重要性を増している。

４ 今後の課題

伊勢いもの高付加価値化を図るため、加工と直販を検討している。

後継者を安定的に確保するため、オペレータの賃金が安定して支払えるような体制の

組織にすること。

農作業受託や経理等の事務処理面が複雑化した結果、役員への負担が大きくなった。

また、個々の農家が営農組合活動を理解し、協力しあえる環境作りが大きな大前提と

なっている。

※当該地区の利用集積の状況や推進体制がわかる下記の図面等を添付

・四疋田地区における利用調整の推進体制図

・（農）四疋田営農組合への利用権設定ほ場の状況図

・ブロックローテーションの状況（H16～H18の転作実績図）



農地所有者
四疋田地区

農用地利用改善組合

農地の利用調整
特に転作ブロックの設定

（農）四疋田営農組合

直接、個人での
作付耕作希望者（小麦＋大豆、伊勢イモ等）

四疋田地区の 農地所有者は、全戸参画

（ 四疋田地区の利用調整推進体制 ）












